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仕様書番号：２１ 

武山駐屯地業務隊 

 

仕様書 
 

品 名：強化精麦 

１ 総 則 

  本仕様書は、武山駐屯地業務隊糧食班で調達する強化精麦について規定する。 

 

２ 品 質 

  形状は、麦粒を縦みぞ部にそって切断したものとし次による 

(1)  強化精麦、圧ぺんは押麦にしたものとする。 

(2)  強化精麦、無圧ぺんは、形を米粒に近づけたものとする。 

３ 検 査 

(1)  圧ぺん度  標準品以上 

(2)  とう精度  標準品以上 

(3)  粒ぞろい  標準品以上 

(4)  容積度   ７７０以上 

(5)  ビタミン  Ｂ１ １．２以上 Ｂ２ ０．７以上 

(6)  水 分   １３．５以下 

(7)  未切断粒  ５．０以下 

(8)  砕 粒   ５．０以下 

(9)  異 物   ０ 

(10) におい   異臭のないもの 

 

４ 梱 包 

(1)   包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き“食品表示法”によるほ 

か次の項目を見やすい箇所に明記する。 

Ａ 品名（製品の呼び方）又は製品名 

Ｂ 製造者の名称及び所在地 

Ｃ 製造年月日 

Ｄ 賞味期限 

 



２」 

 

Ｅ 内容量 

Ｆ 成分量 

Ｇ 原材料の名称 

Ｈ 保存方法 

Ｉ 納入年月日 

Ｊ 契約の相手方の名称又はその略号 

(2)  合格票せん 

外装の見やすい位置に，検査を行った“穀検”の名称及び合格年月日を記入した合格票 

せんを添付するものとする。 

 

５ 賞味期限 

  賞味期限は調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期日以降６か月以上有す 

るものとする 

 

６ 品質保証 

  監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。 

 

７ 出荷条件 

  包装は調達要領指定書によって指定する場合を除き次による。 

(1)   ＪＩＳＰ３４０１のクラフト紙１種又はクラフト紙５種の２号の坪量７５ｇ/㎡以

上のものを３層に重ねた新袋に製品２０kgを封入し梱包するものとする。 

(2)  端数の包装は(1)に準ずるほか商慣習による。 

 


